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石川県告示第113号

石川県ゴルフ場農薬等安全使用指導要綱（平成 2年石川県告示第427号）の一部を次のように改正し、公表の日か

ら施行する。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

別表を次のように改める。

別表（第 3条、第4条関係）

゜
農 薬 の 成 ノ刀＼ 名 指導指針値 (mg/1) 

チオジカルブ 0.027 
殺虫剤

トリクロルホン又はDEP 0. 0011 

イプロジオン 1.8 

シプロコナゾール 0. 3 

チウラム又はチラム 0. 1 
殺菌剤

チオファネートメチル 1 

ヒメキサゾール又はヒドロキシイソキサゾール 1 

ベノミル 0.2 

イマゾスルフロン 2 

シクロスルフアムロン 0.035 

除草剤 トリクロピル 0.06 

ナプロパミド 0. 3 

MCPAイソプロピルアミン塩、 MCPAエチル及びMCPAナトリウム塩 0. 051 (MC PAとして）

゜
備考 排出水が水道水源となる河川の取水施設の上流に排出される場合は、指導指針値に 1/10を乗じて得た値と

する。
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石川県告示第114号

漁業法（昭和24年法律第267号）第14条第 9項の規定により、石川県資源管理方針（令和 2年石川県告示第396号）

の一部を次のように変更した。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

変更した箇所 変 更 後 の 内 容

（別紙 1-3 まいわし

対馬暖流系群）

第 2 1 (2)② 

（別紙 1-3 まいわし

対馬暖流系群）

第 2 2 (2)② 

（別紙 1-4 くろまぐ

ろ（小型魚））

第 2 1 (2)② 

（別紙 1-4 くろまぐ

ろ（小型魚））

第 2 2 (2)② 

（別紙 1-5 くろまぐ

ろ（大型魚））

第 2 1 (2)② 

（別紙 1-5 くろまぐ

ろ（大型魚））

第 2 2 (2)② 

（別紙 1-8 ずわいが

に日本海系群A海域）

第 2 1 (2)② 

第 1 1 漁業の状況 本県の海面漁業は、令和 2年の生産量で約5.3万トン、生産額は約153億円にのぼり、

全国的には中位に位置している。また、漁業就業者数は、約2.4千人であり、能登地

方をはじめとする本県の多くの沿岸地域においては、水産業は中核的な産業となって

いる。このように水産業は、本県の均衡ある発展を図るためにも極めて重要な産業で

あり、今後とも水産業の発展を図っていくためには、水産資源を適切に管理し、合理

的に利用していくことが必要である。

知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可

能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量

を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から 3日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）

第 1条第 1項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）は算入

しない。）

知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可

能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量

を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から 3日以内（行政機関の休日は算入しない。）

知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可

能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量

を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から 3日以内（行政機関の休日は算入しない。）

知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可

能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量

を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から 3日以内（行政機関の休日は算入しない。）

知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可

能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量

を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から 3日以内（行政機関の休日は算入しない。）

知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可

能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量

を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から 3日以内（行政機関の休日は算入しない。）

知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲可

能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量

を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）

陸揚げした日から 3日以内（行政機関の休日は算入しない。）

石川県告示第115号

漁業法（昭和24年法律第267号。以下「法」という。）第16条第 1項の規定に基づき、くろまぐろ（小型魚）、くろ

まぐろ（大型魚）及びするめいかに関する令和 5管理年度（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日までの期間をい

う。以下同じ。）における数量を次のように定めた。
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令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

くろまぐろ（小型魚）、くろまぐろ（大型魚）及びするめいかに関する令和 5管理年度における法第16条第 1項に

定める数量は、次のとおりとする。

第 1 くろまぐろ（小型魚）

1 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量

75.8トン

2 知事管理区分に配分する数量

知事管理区分 配分数量

石川県定置網漁業

石川県漁船漁業

第2 くろまぐろ（大型魚）

1 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量

41. 8トン

2 知事管理区分に配分する数量

知事管理区分

石川県定置網漁業

石川県漁船漁業

67.8トン

6.0トン

配分数量

35.8トン

2.0トン

第3 するめいか

1 都道府県別漁獲可能量について本県に定められた数量

現行水準

2 知事管理区分に配分する数量

知事管理区分

石川県知事管理漁業

配分数量

現行水準

石川県告示第116号

石川県建設工事標準請負契約約款（平成 8年石川県告示第145号）の一部を次のように改正し、令和 5年4月 1日か

ら施行する。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

第29条第 1項中「建設機械器具」の次に「（以下この条において「工事目的物等」という。）」を加え、同条第4項

中「工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具」を「工事目的物等」に、「額に

限る」を「損害の額に限る」に、「第 6項において」を「以下この条において」に改め、同項に次のただし書を加え

る。

ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものと

する。

第29条第 6項中「として」を「と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額

を」として」に改める。

第43条の 2第11号ア中「その者」を「その者その他経営に実質的に関与している者」に、「役員又は」を「役員、」

に、「支店若しくは」を「支店又は」に、「代表者」を「代表者その他経営に実質的に関与している者」に、「暴力団

員」を 「、 暴力団又は暴力団員」に改め、同号イを削り、同号ウ中 「自己」を 「、 自己」に、 「した」を「している」

に改め、同号中ウをイとし、工をウとし、その次に次のように加える。

工 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

第43条の 2第11号オ中「暴力団又は」を「、暴力団又は」に改める。
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石川県告示第117号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。

なお、その関係図面は、令和 5年 3月28日から同年4月11日まで縦覧に供する。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳

牛口
、1

道 路 の 区 域 関係図面の
路線名

赤久 更 の 区 間 旧新別 敷地の幅員 (m) 延長 (m) 縦覧場所

旧 5. 25,...__,12. 68 115. 1 奥能登土木
珠洲市若山町出田五参部38番 1地先から

総合事務所高屋出田線
珠洲市若山町出田五参部40番 1地先まで 新 5. 25,...__,25. 16 115. 1 維持管理課

旧 11. 70,...__,16. 25 60.0 羽咋土木
羽咋郡志賀町鹿頭ケ93番 1地先から

事務所深谷中浜線
羽咋郡志賀町鹿頭ケ93番 1地先まで 新 13.80,...__,18.25 60.0 維持管理課

石川県告示第118号

次のとおり県道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2項の規定により、告示する。

なお、その関係図面は、令和 5年 3月28日から同年4月11日まで縦覧に供する。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳

牛口
、1

供 用 開 始 の 期 日
関係図面の

路線名 供用開始の 区間
縦覧場所

奥能登土木
珠洲市若山町出田五参部38番 1地先から

令和 5 年 3 月 28 日 総合事務所高屋出田線
珠洲市若山町出田五参部40番 1地先まで

維持管理課

石川県告示第119号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第 1項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認

可した。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳

牛口
、1

施行者の名称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 地 事業施行期間

津幡町 津幡都市計画下水道事業津幡町公共下水 (1) 収用の部分 昭和56年 3月10日から

道 変更なし 令和 9年 3月31日まで

(2) 使用の部分

変更なし

公 告

土地改良区の役員退任公告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届

出があった。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1
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手取川宮竹用水土地改良区

職名 氏 名 住 所 退任年月日

理事 善 田 晋 作 能美市岩内町ヌ10番地 令和 5年 1月13日

II 宮 西 健 吉 小松市松梨町乙55番地 II 

II 北 野 哲 能美市中ノ江町イ73番地 II 

II 亀 田 保 能美市新保町チ17番地 II 

II 土 定 徳 好 小松市長崎町ホ452番地 II 

II 石 浦 義 守 能美市牛島町口261番地 II 

II 宮 越 政 ム月ヒヒ 小松市河田町ク 119番地 II 

II 北 村 進 小松市千代町い234番地 II 

監事 南 康 博 能美市下開発町ア65番地 II 

II 村 本 登代二 能美市徳久町ナ38番地 II 

II 直 橋 幸 ノ丘‘ 小松市高堂町卜187番地 II 

II 西 出 良 弘 能美市徳山町160番地 II 

土地改良区の役員就任公告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

手取川宮竹用水土地改良区

職名 氏 名 住 所 就任年月日

理事 宮 西 健 吉 小松市松梨町乙55番地 令和 5年 2月 1日

II 北 野 哲 能美市中ノ江町イ73番地 II 

II 石 浦 義 守 能美市牛島町口261番地 II 

II 土 定 徳 好 小松市長崎町ホ452番地 II 

II 宮 越 政 ム月ヒヒ 小松市河田町ク 119番地 II 

II 北 村 進 小松市千代町い234番地 II 

II 北 野 臣只又 能美市秋常町卜162番地 II 

II 善 田 善 彦 能美市岩内町ヌ 8番地 1 II 

監事 岡 プじ 豊 能美市福岡町口 124番地 1 II 

II 田 甫 盛 能美市三ツ屋町イ43番地 II 

II JI I 田 孝 徳 小松市一針町レ59番地 II 

II 谷 昔六 良 能美市湯谷町乙63番地 II 

県営土地改良事業計画の決定及び縦覧公告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第 1項の規定により、次のとおり県営土地改良事業計画を定めたので、

その関係書類を令和 5年 3月29日から同年4月26日まで縦覧に供する。

なお、この決定については、土地改良法第87条第 6項の規定により、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 15日

以内に知事に審査請求をすることができる。また、この決定を知った日の翌日から起算して 6か月以内に、石川県を

被告として（訴訟において石川県を代表する者は、石川県知事となる。）、決定の取消しの訴えを提起することができ

る。ただし、審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6か月

以内に、石川県を被告として、決定の取消しの訴えを提起することができる。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1
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地区名

北袋地区

事 業 名

県営ほ場整備事業

（耕作放棄地防止型）

縦覧に供する書類

県営土地改良事業計画書の写し

縦覧場所

金沢市農林水産局

農業基盤整備 課

公共測量終了公告

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 2項の規定により、金沢地方法務局長から、

次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

令和 5年 3月28日

石川県知事 馳 牛
口

、
1

作 業 種 類 作業期間

公 共 測 量令和4年11月30日から

（不動産登記法第14条第 1項地図作成） 令和 5年 2月28日まで

作業地域

金沢市石引一丁目、同所三丁目、金

沢市小立野二丁目、同所四丁目及び

同所五丁目の各一部

公安委 員 会

放置車両の確認等に関する事務の委託の公示

道路交通法（昭和35年法律第105号）第51条の 8第 1項の規定により確認事務の一部を委託したので、同法第51条

の12第 1項の規定により次のとおり公示する。

令和 5年 3月28日

石川県金沢中警察署長

警視正南野広明

1 放置車両確認機関の名称及び主たる事務所の所在地

(1) 名称

株式会社アイビックス北陸

(2) 主たる事務所の所在地

金沢市新神田五丁目 2番地 3

2 確認事務を行う区域及び期間

(1) 区域

石川県金沢中警察署の管轄区域

(2) 期間

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

放置車両の確認等に関する事務の委託の公示

道路交通法（昭和35年法律第105号）第51条の 8第 1項の規定により確認事務の一部を委託したので、同法第51条

の12第 1項の規定により次のとおり公示する。

令和 5年 3月28日

石川県金沢東警察署長

警視中村俊也

1 放置車両確認機関の名称及び主たる事務所の所在地

(1) 名称

株式会社アイビックス北陸

(2) 主たる事務所の所在地

金沢市新神田五丁目 2番地 3

2 確認事務を行う区域及び期間

(1) 区域



令和 5年 3月 28日（火曜日）

石川県金沢東警察署の管轄区域

(2) 期間

石川県公報

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

第 13 5 9 4号



8
 

令和 5年 3月 28日（火曜日） 石川県公報 第 13 5 9 4号

(1箇月 2,350円送料とも） 発行人〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石 川 県

印刷所〒921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 閥 共 栄 TEL(076)292-2236



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


